
教育委員会定例会日程

平成２３年６月２３日

１ 開 会

２ 前回会議録の承認

３ 会議録署名委員の決定

４ 議事

日程第１

請願第３号

中学校公民教科書採択に関する請願（１） （教育指導課）

日程第２

請願第４号

中学校公民教科書採択に関する請願（２） （教育指導課）

日程第３

請願第５号

中学校歴史教科書採択に関する請願（１） （教育指導課）

日程第４

請願第６号

中学校歴史教科書採択に関する請願（２） （教育指導課）

日程第５

報告第５号

事務の臨時代理の報告（小田原市社会教育委員の一部委嘱替え）について

（生涯学習課）

５ 報告事項

（１）財団法人小田原市学校建設公社経営状況の報告について

（資料１ 教育総務課）

（２）小田原市歴史的風致維持向上計画の認定について （資料２ 文化財課）

（３）市議会６月定例会の概要について （資料３ 教育部、文化部）

６ その他

（１）夏期の電力需給対策に伴う特別保育等の実施について （資料４ 青少年課）

（２）青少年の体験交流事業等について （資料５ 青少年課）

（３）キャンパスおだわら開設イベントについて （資料６ 生涯学習課）

（４）夏季休業中の学校プール開放について （資料７ スポーツ課）

７ 閉 会



平成２３年６月２３日

請願第３号

中学校公民教科書採択に関する請願（１）
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請願第４号

中学校公民教科書採択に関する請願（２）





平成２３年６月２３日

請願第５号

中学校歴史教科書採択に関する請願（１）





平成２３年６月２３日

請願第６号

中学校歴史教科書採択に関する請願（２）





報告第５号

事務の臨時代理の報告（小田原市社会教育委員の一部委嘱替え）について

小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年３月教

育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時代理したので、

同条第２項の規定により、これを報告する。

平成２３年６月２３日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男



小田原市社会教育委員候補者名簿

【 候 補 者 】

選 出 区 分 学 識 経験 者

氏 名 鈴
すず

木
き

敦
あつ

子
こ

住 所 小田原市根府川

生 年 月 日 昭和３８年

備 考 小田原市議会議員

委 嘱 期 間 平成２４年７月３１日まで

【 前 任 者 】

選 出 区 分 学 識 経験 者

氏 名 今 村 洋 一



社 会 教 育 委 員 名 簿

任期：平成22年8月1日～平成24年7月31日

役 職 選出区分 氏 名 備 考

議 長 社会教育関係者 遠 藤 豊 子
きらめき☆おだわら塾を

運営する会会長

副議長 学 識 経 験 者 瀬 沼 克 彰 桜美林大学名誉教授

委 員 学 識 経 験 者 石 川 信 雄 自治会総連合会長

〃 学 識 経 験 者 長 田 恵 子 公募

〃 学 識 経 験 者 小山田 大 和 公募

〃 学校教育関係者 佐 藤 均 城南中学校長

〃
家庭教育の向上に資

する活動を行う者
杉 﨑 雅 子 臨床心理士・学校心理士

〃 学 識 経 験 者 鈴 木 敦 子 市議会議員

〃 社会教育関係者 瀬 戸 昭 彦 市体育協会副会長

〃 学 識 経 験 者 中津川 悦 子 市文化連盟副会長

〃 学校教育関係者 夏 苅 宏 山王小学校長

〃 社会教育関係者 一寸木 正 直 市ＰＴＡ連絡協議会幹事

〃 社会教育関係者 横 山 けい子
市青少年健全育成連絡協議会

副会長

※委員は五十音順（平成２３年６月６日現在）
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１．歴史まちづくり法

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづくり法）」は、地域の

歴史的な風情、情緒を活かしたまちづくりを支援すべく平成２０年５月に公布され、同年１１月に

施行されました。

この法律は、我が国固有の歴史的建造物や伝統的な人々の活動からなる歴史的風致について、市

町村が作成した歴史的風致維持向上計画を国が認定することで、法律上の特例や各種事業により市

町村の歴史まちづくりを支援するものであり、これまで、金沢市、高山市等２２市町村の計画が認

定されています。

○ 認定計画に基づく事業への支援制度

社会資本整備総合交付金の交付対象事業である「街なみ環境整備事業」や「都市再生整備計画

事業」などを活用して、歴史的風致形成建造物の復元、修理、買収又は移設や街なみの修景、電

柱電線類移設、案内板等の整備、伝統行事への支援など、市町村の創意工夫をより一層活かした

取り組みに対し支援を受けることができます。

○ 歴史的風致とは？

歴史まちづくり法では「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活

動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良

好な市街地の環境」とされており、地域にある歴史上重要な建造物と周辺市街地、歴史や伝統を

反映した人々の営みが一体となったものをいいます。

２．計画策定の目的

小田原市は、戦国時代には小田原北条氏の城下町として、また、江戸時代には小田原藩の城下町、

天下の険・箱根を控えた宿場町として栄え、さらに明治後期から昭和初期にかけては、政財界の要

人や文化人たちによって別荘地などとしても賑わっていました。

市内各地には、小田原城跡をはじめとする史跡、昔ながらの商家や別邸などの歴史的建造物が良

好に残り、そこでは神輿渡御やお囃子などの伝統芸能、かまぼこや小田原漆器などの製造・販売と

いった伝統的ななりわいが今もなお息づき、歴史的建造物と一体となって、良好な歴史的風致を形

成しています。

このような小田原固有の歴史的風致を守り、育て、そして次世代に継承していくために必要な事

項を定めることにより、小田原に残る歴史資産を積極的に活用した小田原らしいまちづくりを推進

することを目的に策定を進めてきたものです。

小田原市歴史的風致維持向上計画の認定について

資料２



３．策定の経過

○ 庁内に「小田原市歴史的風致維持向上計画策定検討会」を設置し、骨子案を策定

平成２０年６月３日～平成２３年３月２４日（１２回開催）

○ 学識経験者、市民団体等からなる「小田原市歴史まちづくり協議会」を設置し、計画案を策定

平成２２年７月８日～平成２３年３月１８日（５回開催）

○ 市民意見募集

平成２１年８月（歴史的風致の提案）

平成２２年１２月（小田原市歴史的風致維持向上計画（素案）について意見募集）

○ 主務大臣である国土交通大臣、文部科学大臣、農林水産大臣に対し認定申請

平成２３年５月２６日付

４．小田原市歴史的風致維持向上計画の概要

○ 認定計画の区域 ： 市域全域

○ 重点区域の区域 ： 小田原城総構と板橋地区の一部

・名 称 小田原城城下町区域

・面 積 約４２０ha

※認定計画に基づく国の支援は、重点区域内の事業に限定

○ 計画の期間 : 平成２３年度から平成３２年度までの１０年間

③板橋地区周辺にみる歴史的風致

①小田原城下の旧三大明神例大祭にみる歴史的風致

②宿場町・小田原の水産加工業にみる歴史的風致

④城下の伝統工芸にみる歴史的風致

⑤梅の栽培にみる歴史的風致⑥柑橘栽培にみる歴史的風致

小田原市歴史的風致総括図

：歴史的風致の位置を示す

・ ：文化財の位置を示す

凡 例



小田原市小田原市小田原市小田原市のののの維持向上維持向上維持向上維持向上すべきすべきすべきすべき歴史的風致歴史的風致歴史的風致歴史的風致
小田原市は、戦国時代には小田原北条氏の城下町として、また江戸時代には小田原藩の城下町、天下の険・箱根を控えた宿場町として栄え、さらに明治後期から昭和初期にかけては、

政財界の要人や文化人たちによって別荘地などとしても賑わってきました。

市内各地には、小田原城跡をはじめとする史跡、昔ながらの商家や別邸などの歴史的建造物が良好に残り、そこでは神輿渡御やお囃子などの伝統芸能、かまぼこや小田原漆器などの製

造・販売といった伝統的ななりわいなどが今もなお息づき、歴史的建造物と一体となって、良好な歴史的風致を形成しています。

小田原城下小田原城下小田原城下小田原城下のののの旧三大明神例大祭旧三大明神例大祭旧三大明神例大祭旧三大明神例大祭にみるにみるにみるにみる歴史的風致歴史的風致歴史的風致歴史的風致

旧くは三大明神と称された松原神社、

居神神社、大稲荷神社で行われる例大

祭では、それぞれの歴史と伝統を受け

継いだ神輿を担ぐ氏子たちの勇壮な姿

や木遣りの甚句、お囃子の笛の音など

が今も賑やかに行われ、周辺の地域と

一体となって良好な環境を形成してい

ます。 松原神社神輿の宮入

伝統的な梅の栽培が

行われる曽我梅林を

中心とした地域は、

梅の木々や梅香、梅

干製造などの農家の

営みとが一体となっ

て独特な景観を形成

しています。

梅梅梅梅のののの栽培栽培栽培栽培にみるにみるにみるにみる歴史的風致歴史的風致歴史的風致歴史的風致

曽我梅林と富士山

柑橘栽培園地にみられる

石積みの段々畑は、収穫

時期になるとオレンジ色

に色づくみかんなどの

木々や栽培農家の営みと

一体となって独特の景観

を形成しています。

柑橘栽培柑橘栽培柑橘栽培柑橘栽培にみるにみるにみるにみる歴史的風致歴史的風致歴史的風致歴史的風致

段々畑とおかめ桜

小田原漆器をはじめと

する伝統工芸は、それ

ぞれの歴史と伝統を受

け継ぎながら現在も行

われ、小田原に住む

人々の生活などと一体

となって良好な環境を

形成しています。

城下城下城下城下のののの伝統工芸伝統工芸伝統工芸伝統工芸にみるにみるにみるにみる歴史的風致歴史的風致歴史的風致歴史的風致

小田原漆器製造の様子

東海道

甲州道

小田原城本丸

「東海道分間延絵図」東京国立博物館蔵

Image:TNM Image Archives Source:http://TnmArchives.jp/

板橋地区周辺板橋地区周辺板橋地区周辺板橋地区周辺にみるにみるにみるにみる歴史的風致歴史的風致歴史的風致歴史的風致

板橋地区周辺には、小田原北条

氏の時代から続く社寺群や近代

に相次いで建てられた政財界人

たちの別邸などが良好なまちな

みの中に残り、そこでは古くか

ら庶民に信仰されてきた宗教行

事や民俗行事が今も行われてい

ます。

東海道屈指の宿場町であった小田原の台

所を担った千度小路周辺には、蒲鉾や削

り節、干物などの製造・販売を行う伝統

的な商家やそれらの店舗が多く集積する

かまぼこ通りと呼ばれる通りなどがあり、

そこで行われる歴史と伝統を今に受け継

ぐなりわいと一体となって良好な環境を

形成しています。

宿場町宿場町宿場町宿場町・・・・小田原小田原小田原小田原のののの水産加工業水産加工業水産加工業水産加工業にみるにみるにみるにみる歴史的風致歴史的風致歴史的風致歴史的風致

出桁造りの伝統的商家

老欅荘からみた紅葉



小田原市小田原市小田原市小田原市のののの重点区域重点区域重点区域重点区域におけるにおけるにおけるにおける施策施策施策施策・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要

•歴史的風致形成建造物
等整備事業
•案内板等整備事業
•電線地中化促進事業
•民俗芸能保存支援事業
•祭礼等保存継承事業
•散策パンフレット作成
事業
•レンタサイクル事業
•文化財の総合的把握・
育成支援事業 など

そのそのそのその他他他他のののの事業事業事業事業

本計画に基づく歴史的風致の維持
及び向上を確実に推進していくた
め、以下の施策についての検討を
進めます。

◇小田原市景観計画重点区域
の拡大

◇屋外広告物の積極的な誘導
方策の検討

◇史跡小田原城跡八幡山古郭
・総構保存管理計画に基づ
き設定した遺構保全域内に
おいて、建築物等の規制誘
導を図ります。

景観形成景観形成景観形成景観形成にににに関関関関するするするする施策施策施策施策小田原市

重点区域

甲
州
道

甲
州
道

甲
州
道

甲
州
道

東海道

東
海
道

東
海
道

東
海
道

東
海
道

小田原城本丸

重点区域（約420㌶）
景観計画重点区域
風致地区
遺構保全域
市街化区域界

小田原城八幡山古郭・総構の保存
活用等を図ることにより、城下町
と一体となった歴史的環境の形成
を促進します。

史跡小田原城跡史跡小田原城跡史跡小田原城跡史跡小田原城跡
八幡山古郭八幡山古郭八幡山古郭八幡山古郭・・・・総構整備事業総構整備事業総構整備事業総構整備事業

今
も
残
る
総
構
の
遺
構

（小
峯
御
鐘
ノ
台
大
堀
切
東

堀
）

歴史的なまちなみや建造物が残る板橋地区周辺やかまぼこ通
り周辺において、景観ᛦ௹や住民とのワヸクǷョップによる
地区のルヸルづくり、ңᜭ㆟等ǁのኵጢ化ǁの支援を行い、
景観計画重点区域ǁの設定等の歴史的環境や景観にᣐॾした
まちづくりを進めます。

地区地区地区地区まちづくりのためのまちづくりのためのまちづくりのためのまちづくりのための調査及調査及調査及調査及びびびび住民住民住民住民とのとのとのとのワークワークワークワーク
ショップショップショップショップ

国ႇஊ形文化財であるฌ᧑ㅯのם台
等のᏵや天ㅟᢿのᩋり等のᙀ̲・
̲理を実施し、ㅩ්・ׅᢂਗ点として
のπ活用を図ります。

清閑亭保存整備活用事業清閑亭保存整備活用事業清閑亭保存整備活用事業清閑亭保存整備活用事業

清
閑
亭

国ႇஊ形文化財である小田原文ܖ（本・別
）の̲ጣを実施し、周辺のഩ行ᎍᆰ᧓の整備等と
あわƤて、まちなかをׅᢂするᨥの㆞ক施設として
の棣能をㆄьする整備を行います。

小田原文学館整備事業小田原文学館整備事業小田原文学館整備事業小田原文学館整備事業

小田原文ܖ本 小田原文ܖ別
（ႉᅸᇜ᜕）

小田原城本ㄺ・ㅚのㄺにおける史
跡整備を進めることにより、城と
まちなみが一体となった歴史的環
境の形成を促進します。

史跡小田原城跡史跡小田原城跡史跡小田原城跡史跡小田原城跡
本丸本丸本丸本丸・・・・二二二二のののの丸整備事業丸整備事業丸整備事業丸整備事業

天ܣ᧚とᧉ

松൨ᚡࣞ内にある国ႇஊ形文
化財である老欅荘及び葉ᩋࡋの̲
理及びࡊ園の̲景整備を一体的に
実施し、観ήܲのকいの場として、
またׅᢂਗ点としての活用を図り
ます。

松永記念館整備活用事業松永記念館整備活用事業松永記念館整備活用事業松永記念館整備活用事業

老
欅
荘

板
橋
地
区
周
辺

の
ま
ち
な
み



- 1 -

資料３2

平成２３年６月市議会定例会の概要について

第 １日目 ６月 １日 水
補正予算並びにその他議案一括上程・提案説明・

細部説明

第 ２日目 ６月 ２日 木
（休 会） （議案関連質問通告）

（一般質問通告）

第 ３日目 ６月 ３日 金 （休 会）

第 ４日目 ６月 ４日 （土） （休 会）

第 ５日目 ６月 ５日 （日） （休 会）

第 ６日目 ６月 ６日 月 （休 会）

第 ７日目 ６月 ７日 火 質疑、各常任委員会付託、請願・陳情付託

第 ８日目 ６月 ８日 水
（休 会）

建設経済常任委員会

第 ９日目 ６月 ９日 木
（休 会）

厚生文教常任委員会

第１０日目 ６月１０日 金
（休 会）

総務常任委員会

第１１日目 ６月１１日 （土） （休 会）

第１２日目 ６月１２日 （日） （休 会）

第１３日目 ６月１３日 月 （休 会）

第１４日目 ６月１４日 火 （休 会）

第１５日目 ６月１５日 水
（休 会）

（委員長報告書検討日）

第１６日目 ６月１６日 木

各常任委員長審査結果報告、採決

請願・陳情審査結果報告、採決

一般質問

第１７日目 ６月１７日 金 一般質問

第１８日目 ６月１８日 （土） （休 会）

第１９日目 ６月１９日 （日） （休 会）

第２０日目 ６月２０日 月 一般質問

第２１日目 ６月２１日 火 一般質問
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厚生文教常任委員会（教育部・文化部関係）

平成２３年６月９日開催

1 議 題

議案第５０号 平成２３年度小田原市一般会計補正予算（所管事項）

陳情第 ２ 号 ３０人以下学級実現と義務教育費国庫負担制度堅持を求める意見書

の採択に関する陳情書 [採 択]

陳情第 ６ 号 望ましい歴史教科書の採択を求める陳情書 [採 択]

２ 所管事務調査

（１）報告事項

・ 「キャンパスおだわら」の開設について

・ 財団法人小田原市学校建設公社の経営状況について

・ 学校生活における放射能対応について

・ 史跡小田原城跡御用米曲輪の整備について
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３０人以下学級実現と義務教育費国庫負担制度堅持を求める意見書の採択に関する陳情書

【陳情趣旨】

日々教育の発展のために、ご努力いただいていることに深く敬意を表します。

子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要なことから、

「教育は未来への先行投資」であることが多くの国民の共通認識となっています。

義務標準法の改正法が国会において成立し、小学校１年生の35人以下学級が実現しました。附

則には、小学校の２年生から中学校３年生までの学級編制標準を順次改定する検討と法制上を含

めた措置を講ずることと、措置を講じる際の必要な安定した財源の確保も明記されました。

日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて、１学級当たりの児童生徒数や教員１人当たりの児童生徒数が

多くなっています。一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うためには、ひとクラスの学級規模を

引き下げる必要があります。文部科学省が2010年６月に実施した「今後の学級編制及び教職員定

数に関する国民からの意見募集」では、「小中高校の望ましい学級規模」として、約６割が26人～

30人を挙げています。このように、保護者も30人以下学級を望んでいることは明らかです。新し

い学習指導要領が本格的に始まり、総授業時間数と指導内容が増加します。また、暴力行為や不

登校、いじめ等生徒指導面の課題が深刻化し、特別な支援を必要とする子どもも顕著に増えてい

ます。このような中で、地方が独自に実施する少人数学級は高く評価されています。個々の子ど

もに対応したきめ細やかな指導のためには教職員の定数増などの人的措置をはかり、国の財政負

担と責任で学級編制を30人以下とするべきです。

現在の社会経済不安の中で、貧困と格差は世代間に引き継がれている状況があり、経済的な理

由からの高校生の中途退学、また私学を進学先に選択できない家庭も増えています。ところが、

日本の子どもに関する公的支出は先進国中、最低レベルとなっており、諸外国並みに、家計基盤

の弱い家庭への子どもにかかる給付拡充などの施策の実施による、公教育の基盤の充実が求めら

れています。また、三位一体改革により義務教育費国庫負担制度の国負担割合は２分の１から３

分の１に引き下げられ、自治体財政を圧迫しています。

将来を担う子どもたちへの教育は極めて重要です。教育水準の維持向上に向けた施策を講じる

ためには「教職員の子どもと向き合う時間の確保・拡充」や「教職員配置の更なる充実」が欠か

せません。こうした観点から、西湘地区教職員組合では2012年度政府の概算要求に向けて下記事

項の実現について地方自治法第99条の規定に基づき国の関係機関へ意見書を提出していただきま

すよう要請いたします。

【陳情事項】

１．きめの細かい教育の実現のために、少人数学級を推進すること。具体的学級規模は、ＯＥＣ

Ｄ諸国並みのゆたかな教育環境を整備するため、30人以下学級とすること。また、自然減を上回

る教職員定数の削減を行うことなく、学校現場に必要な教職員の人員・人材を確保すること。

２．義務教育費国庫負担制度の堅持とともに国負担割合を２分の１に復元すること。

平成23年５月19日

小田原市議会議長

加藤 仁司 様

陳情者

小田原市扇町５丁目17番12号

西湘地区教職員組合

執行委員長 清水 隆男 ○印
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望ましい歴史教科書の採択を求める陳情書

初夏の候、貴殿におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は、小田原市の発展と小田原市民の安全に誠心誠意ご尽力されていることに対し、心より

敬意を表する次第です。

さて、私たちは、小田原市立中学校各校が、2012年度から使用する教科書の採択に関しまして、

下記のように陳情いたす次第です。貴市議会におかれましては、どうか趣旨をご高察賜り、善処

のほどよろしくお願い申し上げます。

【陳情項目】

１．小田原市立中学校各校が、2012年度から使用する教科書の採択に際し、望ましい歴史認識に

基づいた「歴史教科書」を採用して下さい。

２．同じく、偏った歴史認識に依拠する『「つくる会」主導の歴史教科書（中学校用・自由社版）』

ならびに、『「日本教育再生機構」主導の歴史教科書（中学校用・育鵬社）』に対しては、十分に

調査し、慎重に検討して下さい。

３．教育委員会で、各教科書を比較検討される際には、教育現場の教員らの意見や、保護者、学

校ＯＢらの声を出来る限り反映して下さい。

【陳情趣旨】

私ども在日本大韓民国民団は、主に日本の韓国併合にともなう植民地支配という不幸な歴史的

経緯によって、日本居住を余儀なくされた在日韓国人約40万人で構成する生活者団体です。すで

に日本で生まれ育った２世以降の世代が大半を占め、今後も永住資格をもって日本で生活してい

くことを望んでいます。

私たちにとって、国籍を有する韓国と生活基盤のある日本の揺るぎない友好関係とは、決して

切り離すことができない車の両輪のようなものです。両国は2002年の韓日共催サッカーＷ杯成功

や、韓日友情年を期した青少年交流、両国の相互訪問、韓流と日流の高揚など、かつてないほど

善隣友好関係が成熟してきました。また、人とモノの交流は着実に増え続け、昨年の年間相互訪

問者数は500万人以上に達するなど、「近くて遠い国」と言われてきた過去の関係とは隔世の観が

あります。この友好関係をさらに発展させるためには、市民レベルの交流や国家間の信頼関係の

維持・発展が不可欠であることは言うまでもありません。

以上のような認識から、私たちは去る3月に文部科学省が検定合格させた、いわゆる「新しい歴

史教科書をつくる会（つくる会）」主導の自由社版中学校歴史教科書と、つくる会の分派により立

ら上げた「日本教育再生機構」主導の育鵬社版中学歴史教科書について異議を唱えるものです。

この両社の歴史教科書は、「アジアを蔑視し、過去の過ちを合理化・美化する歪曲された歴史認識

に基づく歴史教科書」であるとして、教科書採択の年ごとに在日韓国人の保護者の立場から、全

国的に望ましい歴史教科書の採択を求める運動を推進し、両社の教科書不採択を強く要望してき

ました。

私たちは、日本の教育現場に子どもを送る在日韓国人の親の立場と、85年の日本国籍法改定に

伴い日本国籍になった同胞子弟、さらには在日外国人の子どもたちも日本の教育現場で学ぶとい

う現状に鑑み、今年の公立中学校歴史教科書採択においては、正しい歴史観に立った望ましい歴

史教科書の採択を望むとともに、偏った歴史観を持つ自由社版・育鵬社版歴史教科書を採択しな

いよう強く要望する次第です。

一．自由社版歴史教科書は237カ所、育鵬社は150カ所の文部科学省による検定意見がつけられ、

それらを修正した上で合格が下されております。この事実を直視するとともに、問題「教科書」



- 5 -

の中身を充分に吟味され、これを採択しないように望みます。

二．両教科書共に問題部分を一例挙げれば、「日露戦争での日本の勝利により、植民地支配のアジ

ア・アフリカの民族に独立の希望を与えた」という表記になっております。当時日本は朝鮮を

植民地化しており、日露戦争の勝利は、朝鮮に独立の喪失をもたらしたわけで、日本の一方的

な側面でのみ語っていることから、朝鮮の植民地支配についての反省がまったく欠落してると

いえます。韓日にとって不幸な歴史をいまだに正当化するこの「両教科書」の存在そのものが、

真に友好親善を願う韓日両国民にとってマイナスでしかありません。問題教科書が二度と外交

問題に発展しないよう、不採択を望みます。

三．2009年の横浜市教育委員会の教科書採択において、横浜市が条例で設置した機関である教科

書取扱審議会の答申を無視するばかりか、教科書採択の精神である「公開会議」「開かれた採択」

による採択手順も無視し、教科書審議・採択を無記名で投票させるなど、前代未聞のあっては

ならない行為で、戦争賛美、アジアへの侵略を肯定するつくる会主導の自由社版歴史教科書を

強行採択いたしました。

日本で最も国際的であると言われる横浜市のこのような恣意的な行為を正す意味においても、

貴小田原市の教科書採択においては、厳正で公正な採択を行うよう強く要望いたします。

四．身を切られるような辛い歴史であっても、それを隠蔽したり、正当化することは、被害を及

ぼした国の人々はもちろん、人権や平和を希求する世界の人々から指弾されかねません。「歴史

は繰り返す」という教訓は、そういう姿勢を戒めているものだと思う観点から、将来を背負っ

て立つ日本の中学生に誤った価値観を植えつける「教科書」は是非とも採択しないよう望みま

す。

以上

平成23年５月24日

小田原市議会議長

加藤 仁司 様

陳情者

小田原市板橋２４８－８

在日本大韓民国民団神奈川県湘西支部

団長 白 海 秦（ペク・ヘジン） ○印
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平成２３年小田原市議会６月定例会

一般質問 ６月１６日～２１日

質問順 １ ６ 番 植田理都子

２ 文化財等の保存・整備・活用の方向について

（１）史跡小田原城跡本丸・二の丸整備基本構想について

（２）本市の歴史的環境の評価について

質問順 ２ １１番 鈴木美伸

３ 石丁場群の活用について

（１）早川・石橋石丁場群の活用について

質問順 ３ １６番 安藤孝雄

１ 東日本大震災を教訓とした本市の防災計画の見直しについて

（４）海岸に近い学校を避難所として適切と考えるのか

２ 東京電力福島第一原子力発電所事故による２次被害への対応について

（１）地産地消を推進する学校給食への安全策について

（２）学校施設における安全策について

３ 未来を拓くたくましい子どもの育成の推進について

（１）各学校における夏場の教育環境整備について

（２）市単独による個別支援員、スタディ・サポート・スタッフなどの増員について

質問順 ４ ７ 番 鈴木敦子

１ 片浦地区の教育環境について

（１）片浦小学校における小規模特認校について

（２）旧片浦中学校のあり方について

質問順 ７ ５ 番 佐々木ナオミ

１ 子どもたちの安全に向けた大規模災害対策について

（１）避難体制について

（２）放射能対策について

（３）支援の必要な子どもたちへの対策について

質問順 ９ １２番 神永四郎

１ 小田原市学校教育推進計画について

（１）特色ある学校づくりの現況と今後の課題等について

（２）子どもの生きる力の醸成等について

（３）安心して学べる場づくりについて
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質問順１２ １ 番 鈴木紀雄

１ 東日本大震災に関連して

（５）学校施設等の放射線被ばく対策について

質問順１４ ８ 番 安野裕子

２ 家族介護者の支援について

（２）外出時のトイレ介助について

質問順１５ ２７番 原田敏司

１ 東日本大震災を教訓にして、災害につよい「まちづくり」の推進を

（３）防災教育の見直しについて

質問順１９ １４番 大村 学

１ 長興山紹太寺のしだれ桜について

（１）樹勢回復に向けての進捗状況について

（２）長興山紹太寺のしだれ桜のクローン桜について
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議

員
NO

答

弁
質 問 要 旨 答 弁 要 旨

安

藤

孝

雄

1
市

長

津波発生時避難対策と

して、中学校も含め、

各学校の屋上の安全確

認は十分にとれている

のか。

今回の東日本大震災では、津波の際に建物の屋上に避難することで、難を逃れ

た方々が大勢いる。本市では、海抜１０ｍ以下の学校が、小学校７校、中学校３

校ある。そのうち三の丸小学校については、屋上は設けて無いが、その他の学校

については、大勢の人を収容できるほどの広さはないものの、フェンスを設置し

ている。現在、屋上フェンスを整備する方向で、整備が必要な箇所や、屋上の防

水層の補強等について、調査・検討を行っているところである。

安

藤

孝

雄

2

教

育

長

津波を想定した避難訓

練の検討が必要と思う

が、各学校に対しては、

どのような指導を考え

ているのか。

３月１１日の東日本大震災以降、学校現場においては、津波への対応について

大変危機意識が高まっている。そこで、年度当初の市内小･中学校校長との連絡

調整会議において、津波対策を含めた、学校における災害対策について、校長会

と調整を図りながら検討していく旨を確認し、各校長と意識の共有を図ったとこ

ろである。各小･中学校では、３月１１日に、広域避難所を開設した経験や、東

北地方の被害状況などから、特に海に近い学校における津波を想定した避難対策

について、校長会においても協議を重ねているところである。

安

藤

孝

雄

3

教

育

長

津波を想定した避難訓

練について、各学校で

は既にどのような対応

をしているか。

各小・中学校においては、日ごろの児童・生徒への津波災害に対する意識の啓

発や指導に加え、東日本大震災以降、まずは、屋上や最上階など、安全な高い場

所に避難するよう避難経路を見直した形で、避難訓練を既に実施し、あるいは予

定しているところである。

安

藤

孝

雄

4

教

育

長

災害発生時に屋上へ出

る扉の、鍵の管理等に

ついて、どのような対

策を講じているのか。

屋上へ出る扉は、児童･生徒の安全管理上、普段は施錠し、鍵は、基本的に職

員室に置くこととしている。しかし、津波災害では、教職員が職員室に立ち寄る

時間的な余裕がないことや、広域避難所としても様々な混乱が予想されるため、

児童生徒の屋上への避難誘導経路を再確認するとともに、最上階にも鍵の置き場

所を設けるなど、学校における防災対策を見直し、日ごろの教職員の情報の共有

等に努めてまいりたい。

安

藤

孝

雄

5

教

育

長

学校給食に使用する食

品は、魚介類も含めて

その安全性は確保でき

ているのか。

食品の安全については、食品衛生法に基づく暫定規制値を超える放射能が検出

された一部地域や品目について、出荷制限及び摂取制限の措置がとられているた

め、市場に出回っている野菜や魚介類等について、安全性は確保されるようにな

っている。また、神奈川県内で生産された農畜水産物の検査については、神奈川

県が一元的に実施することとされており、現在のところ、生茶を除く他の農畜水

産物で暫定規制値を上回る放射能物質は検出されていない。本市では、国や県が

公表する放射能情報により、毎日食品等の安全性を確認している。なお、念のた

め、野菜類の洗浄は十分に行うよう、指示をしている。

※ 一般質問（教育部）
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安

藤

孝

雄

6

教

育

長

運動場での体育やプー

ルでの水泳学習を心配

する保護者の声が上が

っている現状をどう認

識し、対応しているか。

福島第一原発の事故による放射能の影響は、県の測定結果を見ても、その殆ど

が事故直後に飛来したと思われ、その後は減少し、大気中の降下物についても、

放射性セシウムは４月５日以降、放射性ヨウ素は４月２２日以降、いずれも不検

出の状態が続いている。保護者から心配の声も届いているが、教育委員会として

は、教職員、保護者や児童・生徒に放射線や放射能について理解してもらうため、

文部科学省や神奈川県安全防災局が作成した資料を情報提供したり、教育長名で

「放射線に対する学校での対応について」通知したりするなど、指導をしてきた。

なお、学校の校庭で市が測定した結果については、６月１０日に環境部が記者発

表したとおり、健康に影響のあるレベルではなく、日常生活を送る上で心配はな

いと認識している。また、プールについては、十分に清掃した後に新しい水を入

れており、その後は、雨天時においても、大気中の降下物は不検出の状態が続い

ていることから、基本的に安全であると認識している。

児童・生徒に対しては、日ごろから、校庭で運動したり、遊んだりした後は、う

がいや手洗いの励行を、また、プール使用時には、水泳後、うがいや目の水洗い、

体をシャワーでよく洗い流すなど、指導をしているところである。

安

藤

孝

雄

7
市

長

児童生徒の健康に配慮

した、夏の暑さ対策の

ための教室環境整備の

進捗状況は、どのよう

になっているか。

昨年の夏の猛暑では、多くの子ども達や教職員等、学校関係者にとっては、非

常に暑い中での学校生活となった。学校への空調設備については、全ての教室に

空調設備を設置することは、多額の費用が必要となることから、現状では難しく、

現時点では、保健室への設置が完了し、パソコン教室や特別支援教室、管理諸室

等への整備を進めているところである。今年度は、新玉小学校の通級指導教室と

酒匂幼稚園の遊戯室の空調設備の整備を予定しているが、東日本大震災の影響

で、夏までの整備が難しい状況にある。一方、普通教室については、天井扇風機

の整備を進めている。平成２２年度末現在、小学校２５校中７校への整備が完了

し、今年度は４校に夏休み中の整備を予定している。また、中学校については、

未整備であったが、今年度、３校の整備を行う予定である。

安

藤

孝

雄

8

教

育

長

個別支援員やスタデ

ィ・サポート・スタッ

フの配置状況及び配置

基準はどのようになっ

ているか。

個別支援員の配置基準は、特別支援学級の知的障がい学級において、１学級４

名以上の児童・生徒が在籍している場合に１人、自閉症・情緒障がい学級では３

名以上で１人、肢体不自由学級においては２名以上で１人である。そのほかに、

通常の学級においても、学習障害や集団不適応など、教育上配慮を必要とする児

童・生徒がいる場合にも個別支援員を配置し、一人ひとりのニーズに応じたきめ

細やかな支援を行うこととしており、全体として、現在、小学校１９校、中学校

１１校に、合わせて６８名を配置している。スタディ・サポート・スタッフは、

小学校入門期の児童の不安を解消し、安定した学校生活が送れるようサポートす

ることを目的としており、小学校１・２年生において、児童数が３０人を超える

学級がある場合、学年に１名、また、３０人を超える学級が３学級以上ある学年

には２名、市単独で配置しており、本年度は、１年生に１０名、２年生に２０名

の、計３０名を配置している。
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鈴

木

敦

子

9

教

育

長

片浦小学校における小

規模特認校制度につい

て、その進捗状況と今

後の見通しについて伺

う。

小規模特認校とは、小規模校の特性や地域の特色を生かし、一人ひとりの個性

や特性に応じた教育を受けることを希望する児童や保護者について、一定の条件

のもと、教育委員会が指定した学校について、市内全域からの入学を認めるもの

である。片浦小学校については、これまでの片浦地区における検討を踏まえて、

今年の３月に、片浦地区の自治会、片浦小ＰＴＡ及び同学校の連名で、小規模特

認校とするよう、市長、教育長及び学校教育部長あてに要望書が提出された。

このような状況を踏まえ、現在、平成２４年４月からの小規模特認校制度の実施

を目指して、職員によるプロジェクトチームを設置するとともに、片浦地区にお

いて地域住民、ＰＴＡ、学校及び教育委員会による地域協議会を立ち上げるなど、

準備を進めているところである。

鈴

木

敦

子

10

教

育

長

昨年１２月に小規模特

認校制度の先進事例と

して、宇都宮市を視察

したが、その結果はど

うだったのか。

この視察は、小規模特認校制度について理解を深めるため、平成２２年１２月

に、片浦小学校校長、教育委員会の指導主事、根府川自治会長及び片浦小ＰＴＡ

会長の４名が、この制度を導入して成功している宇都宮市立清原北小学校及び城

山西小学校を訪問したものである。この２つの小学校は、平成１７年度から小規

模特認校となり、実践的なコミュニケーション力を育成する「会話科」の新設や

地域特性を生かした教育活動、放課後活動の充実等により、児童数を着実に増加

させており、成功に至るまでの経緯や特色づくりについて学ばせていただいた。

その結果、参考になることが大変多くあり、片浦小学校への小規模特認校制度の

導入を検討する上で生かしてまいりたい。

鈴

木

敦

子

11

教

育

長

片浦小学校の小規模特

認校制度の取組に対す

る、市としての目的意

識を伺う。

片浦小学校の小規模特認校制度の取組については、片浦小学校の活性化という

ことだけではなく、片浦中学校が平成２２年３月に閉校となっている状況を踏ま

え、片浦地区における地域コミュニティの核という観点からも、重要であると考

えている。いずれにしても、今回の小規模特認校制度の取組が成功するよう、教

育委員会としても全力で取り組んでまいりたい。

鈴

木

敦

子

12

教

育

長

市内には曽我小などの

小規模な学校がある

が、このような学校に

ついての今後の展望を

伺う。

小規模な学校について一定の規模を確保するための方策としては、小規模特認

校制度の活用のほか、通学区域の見直し等の方法がある。市内には、曽我小学校

など、児童数が減少傾向にある学校があることから、このような学校については、

一定の規模の確保に向けた検討を行う必要があると考えている。いずれにして

も、まずは片浦小学校での取組を成功させ、そうした事例を参考にしながら、そ

の地域や学校にとってどのような方策が望ましいのか、今後の検討課題としてま

いりたい。

鈴

木

敦

子

13
市

長

旧片浦中学校のあり方

について、今までの活

用経過や取組、今後の

スケジュールについて

伺う。

片浦中学校の閉校後の活用については、平成２１年５月に、庁内にワーキング

チームを設置して、そのあり方について検討し、平成２２年３月に報告書が提出

された。この報告書に基づき、平成２２年度は、教育研究所の機能の一部を移転

して、教育研究や研修を実施してきた。また、併せて、片浦中学校が地域におい

て果たしてきた役割等を調査し、その結果を踏まえて本格活用に向けた検討を行

うため、早稲田大学による「オーラルヒストリー調査」を行うとともに、片浦中

学校を実際に利用した市民、職員等に対して「モニタリンク調査」を実施して、

利用にあたっての課題、要望等を把握している。今年度は、具体的なスケジュー

ルはまだお示しできないが、オーラルヒストリー調査やモニタリング調査を継続

しながら、２４年度からの本格活用に向け、活用の仕組みや担い手等、様々な課

題を整理し、その準備をしてまいりたい。
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佐

々

木

ナ

オ

ミ

14
市

長

災害発生時における広

域避難所である学校施

設において、現在、雨

漏り等の不具合が生じ

ている。防災という観

点からも、学校施設の

改修・修繕を緊急に行

う必要があると考える

が如何か。

本市の学校施設の多くは、建設後３０年以上が経過し、老朽化への対応が課題

となっている。雨漏り等の不具合に加え、今回の東日本大震災により、受水槽の

破損等の被害も生じている。鴨宮中学校については、国の災害復旧の補助対象に

なるかの協議に時間を要したため、４月９日に仮復旧するまで、子ども達に不便

をかけてしまった。また、雨漏りや床の傷み、トイレの臭い等については、厳し

い財政状況の中、十分に対応できていない状況にある。しかしながら、防災とい

う観点からも、子ども達の日常の安全安心という観点からも、今回の東日本大震

災の教訓を取り入れながら、必要な改修・修繕は行っていかなければならないと

考えている。

佐

々

木

ナ

オ

ミ

15
市

長

本年度当初予算におい

て、小中学校からの工

事要望件数と、予算化

件数は何件か。また、

東日本大震災の被害の

件数と対応状況につい

て伺う。

本年度当初予算における小中学校から出された工事要望件数と東日本大震災

の被害による改修・修繕要望について質問があった。平成２３年度当初予算にお

いて、小中学校から４１件の工事要望があり、その内、１６件（39.02％）を予

算化した。主な内容は、外壁、床、特別教室、プールの改修、空調設備・天井扇

風機の整備である。東日本大震災による被害については、現在（6月 16日）まで

に３２件の改修・修繕の必要箇所を確認した。内訳として、受水槽、浄化槽、ガ

ス配管、井戸水配管の破損が１５件、校舎と校舎の繋ぎ目部分の破損が１２件、

校舎や屋内運動場のモルタルの剥がれが５件の計３２件である。これらのうち、

現在、受水槽の仮復旧、浄化槽や井戸水配管の修繕、校舎と校舎との繋ぎ目部分

の応急手当を含め、２４件の対応を行っている。未対応の箇所についても、なる

べく早い改修・修繕に努めてまいりたい。

佐

々

木

ナ

オ

ミ

16

教

育

長

登下校時に災害が発生

した場合の対応や、災

害時の保護者の引取り

等について、学校での

指導や保護者への周知

はどうなっているの

か。

登下校時に災害が発生した場合の対応等については、各学校に、それぞれが定

める防災計画に基づいて、児童・生徒が、自分で自分の安全を守るための判断力

と行動力とが身に付くよう、さまざまな災害を想定し、指導を行っている。保護

者への周知については、各学校で対応が異なっているが、年度当初に、文書の配

布や引取訓練の場で周知を図っている。津波への対応が必要となる場合を含め、

児童・生徒への対応については、現在、当面の対応を含め、校長会とともに協議

を重ね、見直しをしているところである。

佐

々

木

ナ

オ

ミ

17

教

育

長

災害が発生した場合、

電話が不通になった

り、保護者が帰宅困難

となったりと想定され

るが、そうした場合の

学校の対応を一元化す

べきであるが、どう考

えるか。

大規模地震が発生した場合の対応については、各学校で「学校における大規模

地震への対応」マニュアル等をもとに、児童・生徒の在校時や登下校時、在宅時

等、様々な場面を想定して定めている。しかし、災害の規模に応じた児童・生徒

の引き取りについては、校長の判断で行っているところである。現在、教育委員

会では、校長会とともに、例えば、震度５弱以上の地震が発生した場合には、小

学校では保護者に引き渡す、中学校では教職員が一定の場所まで引率して集団下

校する、また、保護者が家にいなかったり、被害が甚大で帰宅が困難な場合につ

いては、安全が確認されるまで学校に待機させるなど、一定の取り決めをするこ

とについて、協議をしているところである。
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佐

々

木

ナ

オ

ミ

18
市

長

広域避難所における支

援が必要な子どもへの

対応について、現状と

今後の対策を伺う。

広域避難所の運営は、地域住民、学校職員及び市の職員により構成される、広

域避難所運営委員会を中心に行うことになっている。現在の地域防災計画では、

子どもに限らず、広域避難所での対応が困難となる障がい者等の要援護者につい

ては、広域避難所運営委員会において保健師、ケースワーカー等と協議し、他の

公共施設に家族単位で収容することとなっている。しかしながら、発達障がい等、

支援が必要な子どもへの対応については、現状では、特別な対策を講じてはいな

い。東日本大震災の被災地では、避難所において、支援が必要な子どもへの人的

な面や居場所等の対応について、様々な課題が生じている。そこで、今後は、そ

うした支援が必要な子どもたちへの対応を視野に入れ、被災地での課題を参考

に、避難所で、子どもも保護者も安心して生活できるような配慮を検討してまい

りたい。

神

永

四

郎

19

教

育

長

「特色ある学校づく

り」をどのように推進

し、どのような成果を

もたらしているのか、

また、今後の課題はど

のようなものか。

本市では、「未来へつながる学校づくり推進事業」を柱に、「子どもの学びと育

ちを地域ぐるみで支える学校」を目指し、「確かな学力の向上」「豊かな心の育

成」「健康体力づくりの推進」「食育の推進」「体験学習活動の推進」を取り組み

の重点として位置付け、各校が様々な研究テーマを掲げて特色ある学校づくりを

推進している。また、この事業では、地域一体教育と幼保・小・中一体教育を未

来へつながる学校づくりのための教育環境として位置付けており、幼・小、中の

教職員や保護者の方などを構成員とした研究会が活動母体となっている。

事業の成果としては、地域の協力や連携の中で子どもたちが人との関わりを深め

たり、体験を通して自然への興味、関心を高めるなど、通常のカリキュラムでは

なし得ない効果が表れていると感じている。

神

永

四

郎

20

教

育

長

本市では、子どもの健

康・体力づくりの推進

について、どのような

施策を行っているの

か、また、個々の能力

を客観的に知る判断基

準として、体力テスト

を統一的に実施したこ

とがあるか。

教育委員会としては、生涯にわたって、主体的に運動に取り組み、体力の向上

を図るとともに、生活リズムを整え、自ら｢食｣とかかわり、自らの健康を適切に

管理・改善できる子どもの育成に取り組むよう、各学校に指導している。

また、児童生徒の健康・体力づくりの推進においては、小学校体育大会の開催や、

外遊びを促すためのロング昼休みの実施、中学校運動部活動の活性化を図るため

の部活動地域指導者派遣事業などを行っている。

体力テストについては、これまで統一的には実施していないが、すべての小・中

学校において、それぞれの実情に応じ、実施している。

神

永

四

郎

21
市

長

学校施設の整備・補修

について、学校からは

どのような要望が出さ

れているのか。また、

市が進めている環境整

備事業は何か。

学校からは、トイレや外壁、雨漏り、教室の床の張り替え等の大規模な改修や

照明器具の不具合、トイレの詰りなど、多種多様な要望が出されている。本市で

は、そうした状況を踏まえ、緊急性、必要性の高いものから、順次、整備・補修

を行っているところである。しかし、厳しい財政状況の中、学校からの要望に対

して、十分に対応できていない状況にある。大きな改修計画としては「校舎リニ

ューアル事業」があり、今年度は、平成 20 年度から進めている千代小学校の最

終年度で、特別教室の改修を行うこととしている。また、小・中学校の普通教室

への「天井扇風機の設置」を行っているところであり、今年度は、小学校４校、

中学校３校への整備を予定している。
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鈴

木

紀

雄

22

教

育

長

学校プール、校庭、砂

遊び場など学校施設等

における放射線被ばく

対策について、何か取

り組まれているのか。

学校現場としては、まずは、放射能について、正しい理解をしていくことが大

切であることから、文部科学省が作成した教職員向け資料「放射能を正しく理解

するために」及び、保護者向けの資料「放射能で気をつけたいこと・保護者の皆

様へ」を、５月１７日に配布した。また、国や県が行う空間放射線量や大気中の

降下物、食品等の測定結果を受け、状況に応じ、各小・中学校、幼稚園に対し、

情報提供するとともに、指導を行っている。なお、学校プールについては、十分

に清掃した後、新しい水を入れており、基本的に安全であると認識しているが、

プール使用時には念のため、水泳後、うがいや目の水洗い、体をシャワーでよく

洗い流すことなどを指導している。また、校庭や砂遊び場等においては、小さな

子どもが土や砂を口に入れないように注意するとともに、外で遊んだら手や顔に

ついた土や砂をよく洗い落とすよう日頃から指導しているところである。

なお、今月８日には、文部科学省から簡易放射線測定器「はかるくん」を借り受

け、各中学校区に１台ずつ貸与した。各小学校等と連携して活用しているところ

である。

鈴

木

紀

雄

23
市

長

今後、外出規制される

ような事態になった場

合、夏の暑さ対策とし

て、各教室に扇風機等

の整備が必要と考える

が、この機会に整備を

促進したらどうか。

学校の空調設備については、保健室への設置が完了し、パソコン教室や特別支

援教室、管理諸室等への整備を進めているところである。普通教室については、

天井扇風機の整備を進めており、今年度の整備予定を含めると、小学校は２５校

中１１校、中学校は１１校中３校となっている。学校への扇風機等の整備につい

ては、近頃の夏の暑さ対策として、必要なことと考えており、なるべく早い整備

に努めてまいりたい。

原

田

敏

司

24

教

育

長

小中学校において防災

教育はどのように行わ

れ、その中で、防災訓

練は行われているの

か。

各学校においては、日ごろから、児童・生徒に対して、様々な機会を通じて防

災意識を高めるよう注意喚起するとともに、各学校で定める防災計画に基づき、

避難訓練を初めとする防災教育を実施している。また、教育委員会では、平成１

９年度に、防災パンフレット「地震だ！そのときどうする」を作成、全小・中学

校に配布し、防災教育の際に活用するよう指導している。防災訓練については、

小・中学校ごとに、各校で定めた防災計画にのっとり、主に、地震や火災の発生

を想定して実施しているが、今年度は、東日本大震災を受け、その被害状況を教

訓として、海岸に近い学校では、津波災害を想定した訓練を行っている学校もあ

る。

原

田

敏

司

25

教

育

長

津波に被災する恐れの

ある小・中学校は、ど

のくらいあるか。学校

ごとに津波対策を確立

し、避難訓練をするな

ど防災教育を見直す必

要があるのではない

か。

本市では、海抜１０ｍ以下の学校は、小学校が７校、中学校が３校であわせて

１０校となる。東日本大震災以降、学校現場では、津波に対する危機意識が高ま

っており、教育委員会では、津波対策を含め、学校における災害対応について、

各校長との意識の共有を図るとともに、津波を想定した当面の対応について、校

長会とともに協議を重ねているところである。各学校が、それぞれ策定している

計画については、そうした協議を踏まえ、見直していくこととしている。いずれ

にしても、児童・生徒の安全を確保していくため、教職員一人ひとりが意識を高

め、日ごろから防災教育を徹底して行う必要があると考えている。
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議

員
NO

答

弁
質 問 要 旨 答 弁 要 旨

植

田

理

都

子

1
市

長

史跡小田原城跡本丸・

二の丸整備基本構想に

ついて見直しはないと

いう見解だったが、神

奈川新聞に基本構想見

直しについての記事が

出た。基本構想につい

て方針の変更があるの

か、またそのきっかけ

や理由について確認し

たい。

史跡小田原城跡本丸・二の丸整備基本構想は、策定から１８年が経過しており、

その間に施設の移転や史跡整備が進むことで、整備スケジュールや、植栽・便益

施設のゾーニングなど、課題や新たな視点が明らかになってきた。また、文化庁

の史跡整備の考え方も、史跡の保存と整備が中心ではあるものの、その立地、人々

の営みなど現在までの歴史の重層性、自然環境や景観など、史跡の本質的な価値

を様々な角度から評価していくことが求められるなど、策定当時から変化してき

ている。こうしたなか市民の皆さんや史跡小田原城跡調査・整備委員会からも、

整備基本構想の様々な視点について、そろそろ再検討すべきとの意見が出されて

おり、市としても見直し作業の準備を進めることとしたものである。この見直し

作業において、国指定史跡の保存と活用を図ることを目的とする意味では、整備

基本構想の根幹の部分は変わらないと考えているが、ただいま申し上げたような

より広い視野で検討する必要があると考えている。現在、変更や追加すべき視点

はどういったものか、項目の洗い出しを行っており、今後２・３年をかけ見直し

作業を行っていきたいと考えている。

植

田

理

都

子

2
市

長

文化庁が進める「歴史

文化基本構想」が本市

のまちづくりの方向に

どのような意義がある

と考えるか、制定の方

向性も含め、市長の見

解を聞きたい。

「歴史文化基本構想」は、文化財にはそれが置かれた環境の中で、生活や生業

を含めた人々の営みと関わりながら伝統的な意義や価値を形成してきたという

側面があり、歴史や風土の下で相互につながっているという面もあることから、

文化財を社会全体で継承していくために策定する、地域の文化財をその周辺環境

も含め総合的に保存・活用していくための基本構想である。この趣旨は、６番植

田議員の考え方に近い内容のものではないかと私も感じており、地域に存在する

様々な資産を一体としてとらえ、魅力や価値を分かりやすく示すというこの構想

の趣旨は、本市のまちづくりにおいても寄与する部分があると考えている。本市

では、先ごろ国の認定を受けた歴史的風致維持向上計画の中で、こうした取り組

みについても位置付けをしているところであり、まずはこうした取り組みを進め

てまいりたい。

鈴

木

美

伸

3
市

長

早川石丁場群の国指定

史跡に向けた作業の進

捗状況はどうなってい

るのか。

早川石丁場群については、国指定史跡を目指して平成１９・２０年度に分布調

査を実施し、約２０ヘクタールの範囲に存在することを確認している。現在、文

化庁及び県と国指定史跡とするための条件について協議を進めているところで

あるが、協議の中では市が従来想定していたものより詳細な分析が必要との感触

も得ている。いずれにしても、今後も文化庁等との協議を進めて史跡指定のため

の要件を明確にしていくとともに、地権者の方との調整や詳細な測量等必要な調

査を行い、できるだけ早い時期に国指定史跡となるよう努めてまいりたい。

鈴

木

美

伸

4
市

長

早川石丁場群の今年度

の整備内容と石橋石丁

場群の今後の整備につ

いて伺う。

早川石丁場群の分布は、石垣山一夜城付近から早川の上流部にかけて石丁場が

点在していることが分布調査で確認されている。早川石丁場群全体の整備につい

ては、国史跡に指定された以降に行う予定であるが、まずは、広域農道小田原湯

河原線、現在の市道２３９０の工事の際に保存された石丁場を活用するため、整

備工事を実施していく。今年度実施する整備の具体的な内容については、市民の

安全にも配慮しながら、具体的な石切作業工程を観察できるような散策路と説明

板を設置する予定である。また、石橋石丁場群についても、重要な遺跡であると

認識しているが、早川石丁場群の国指定を進める中で検討してまいりたい。

※ 一般質問（文化部）
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安

野

裕

子

5
市

長

地区公民館におけるト

イレのバリアフリー化

はどうなっているの

か。

過去５年において、地区公民館の建設もしくは修繕に係る補助金を交付したの

は３７館である。このうち、財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業

により建設費補助金を交付し、新築した公民館３館については、神奈川県みんな

のバリアフリー街づくり条例の規定により、いずれもバリアフリー対応のトイレ

を設置している。また、地区公民館修繕費補助金を交付したもののうち、トイレ

の改修を行ったのは４館である。

大

村

学

6
市

長

現在行っている長興山

枝垂桜の樹勢回復業務

の進捗状況はどうか。

長興山枝垂桜の樹勢回復業務については、今年４月から５月にかけて、土壌の

改善や樹木の活力を回復させるための液剤を枝垂桜周辺の土壌に注入するとと

もに、葉の働きを高めるための光合成促進剤の散布を行い、木の状態の定期的な

観察をしている。今後も、こうした作業を継続していくとともに、円滑に作業が

遂行できるよう敷地内の除草も行うなど、枝垂桜の樹勢回復に努めてまいりた

い。

大

村

学

7
市

長

長興山枝垂桜のクロー

ン桜の苗が、住友林業

の研究所に２本あり、

そのうちの１本を住友

林業から小田原市に寄

贈する意向があると聞

いている。この苗を移

植し、小田原市のシン

ボルとして有効活用し

ていく考えはあるか。

長興山の枝垂桜は、価値の高い文化財であり、市内でも屈指の観光資源である

ことから、後世に受け継いでいきたいと考え、樹勢回復事業を行っているところ

である。苗の寄贈について正式に伺ってはいないので、詳細なお答えはできない

が、大変ありがたいお話と感じている。一方、歴史や由来のあるものであること

から、移植する場合には、適切な場所を選定する必要があると考えており、その

ようなお話があった場合は、木の所有者や専門家のご意見などを伺いながら、ど

のような活用ができるかを積極的に検討していきたい。



夏期の電力需給対策に伴う特別保育等の実施について

本市では、今夏の電力需給対策により各事業所が土日振替操業を実施することに伴い、

放課後児童クラブ２ヵ所、公立保育所２ヵ所において、日曜日などの特別保育等を実施

します。

放課後児童クラブ

（１）実施期間 平成２３年７月３日（日）～９月２５日（日）の日曜日

（２）開設場所 足柄小学校（足柄小学校区放課後児童クラブ）

国府津小学校（国府津地区放課後児童クラブ）

（３）開設時間 ７時３０分から１８時（延長は１８時３０分まで）

（４）利用条件 放課後児童クラブに入所している児童で、保護者の勤める事業所が電

力需給対策に伴う土日振替操業を実施することで、日曜日が留守家

庭となる児童。

（５）受入児童数 約４０名

（６）利用者負担 利用者負担はありません。

＊延長分については別途料金がかかります。

（７）申請方法 普段利用している放課後児童クラブを通じて申請書を配布。事業所の

証明を添えて、放課後児童クラブ又は小田原市青少年課へ提出。

保育所

（１）実施期間 平成２３年７月２日（土）～９月２５日（日）の土曜日、日曜日

（２）保育場所 市立豊川保育園、市立桜井保育園

（３）保育時間 ７時３０分から１８時３０分（延長保育は１９時まで）

（４）利用条件 小田原市内に住所を有し、認可保育所に入所している児童で、保護者

の勤める事業所が電力需給対策に伴う土日振替操業を実施すること

で、土曜日又は日曜日の家庭保育が困難となる児童。

（５）受入児童数 約４０名

（６）利用者負担 利用者負担はありません。

＊延長保育については別途料金がかかります。

（７）申請方法 現在入所している保育所を通じて申請書を配布。振替操業を実施する

事業所を経由して小田原市保育課へ提出。

資料 ４



青少年の体験交流事業等について

１ 指導者養成研修事業 「おだわら自然楽校（ＯＯＴＳ）」

青少年健全育成の担い手として継続的に活躍できる青少年指導者の、発掘・育成・資質向上

を目的とした研修事業です。

（１）期日・場所・内容

期 日 場 所 内 容

５月１４日（土） 旧片浦中学校 『ゲーム de グループビルド』

６月１２日（日） 小田原市役所 『リーダーシップトレーニング』

７月 ２日（土） 酒匂川上流（山北町） 『川のアクティビティと

安全管理徹底マスター』

９月１０日（土） 旧片浦中学校 『伝えるチカラ』

連
続
プ
ロ
グ
ラ
ム

Ｈ２４年２月 小田原市役所
『子どもたちのための

体験プログラム企画づくり』

１０月２３日（日） 辻村植物園 『野遊びの達人』

１１月 ５日（土） 塔ノ峰青少年の家 『読図とコンパスで山歩き』

１２月上旬 塔ノ峰青少年の家
『ローストターキーと

手作りクリスマスリース』

特
別
プ
ロ
グ
ラ
ムＨ２４年３月 塔ノ峰青少年の家

『シングルバーナークッキング

＆ネイテャークラフト』

（２）参加者 ・連続プログラム ３９人（高校生～６０歳代 男性２９人・女性１０人）

・特別プログラム ９月以降募集開始（各プログラムごとの募集）

（３）参加費 ・連続プログラム ５,０００円／人

・特別プログラム １,０００円／人（予定）

２ 地域少年リーダー養成講座 「きらめきロビンフッド ～ 森から生まれた水の冒険」

子どもたちが、新しい仲間と一緒になって自然体験やキャンプスキルを習得する中で、地域

で活躍できる「少年リーダー」としての自覚と行動力を身につけていくことをねらいとした全

６回の養成講座です。今年度は「水」がテーマです。

（１）期日・場所・内容

期 日 場 所 内 容

第１回研修 ７月２３日（土） 小田原市役所 事前研修 コミュニュケーション

第２回研修 ８月６日（土） 小田原市水道局 施設見学

第３回研修
８月２０日（土）

～２２日（月）※２泊 3 日
塔ノ峰青少年の家 野外炊事 キャンプ 自然体験

第４回研修 １０月１日（土） 未定 事後研修

第５回研修 １１月１９日（土） 小田原市内 ツーデーマーチへの参加

第６回研修 Ｈ２４年３月 未定 事後研修

（２）参加募集（募集中）

・対 象 小学５・６年生 定員６０人

・募 集 ６月１５日（水）～２４日（金）【６月２２日（火）現在 ４０人応募】

（３）参加費 ２,５００円／人

資料 ５



３ 地域・世代を超えた体験学習 「あれこれ体験 in 片浦」

参加者である小学５・６年生が、

学校や学年を超えたコミュニュケ

ーションを図り、また、世代の異な

る大人（指導者）たちと交流をしな

がら、創造性や自立心、豊かな人間

性を育むことのできるよう、２泊３

日の宿泊体験学習を実施します。

実施に際しては、自然や歴史、生

業など地域（会場周辺）の資産を活

用するとともに、子どもたちにあえ

て不便な環境下で工夫することを

学んでもらうため、汗を流しながら

じっくりと経験を積める内容とし

ています。

なお、この事業は、青少年の健全育成を支える指導者の実践活動の場、特に「おだわら自

然楽校」受講生たちの活躍の場としての性格を併せもっているため、１０代から６０代まで

幅広い年齢層の多くの指導者（大人）が、３日間を通して、子どもたちの指導・支援にあた

ります。

（１） 期 日 ７月１６日（土）～１８日（祝・月） ＜２泊３日＞

（２） 場 所 旧片浦中学校及び片浦地域ほか

（３） 宿 泊 旧片浦中学校体育館（女性）、片浦小学校体育館（男性）

（４） 参加（小学５・６年生）

① 募集開始 ６月１３日（月）

② 募集定員 ７０人

③ 応募受付 １６９人（男６９人・女１００人） ※実際には２００人超が応募

④ 参 加 者 ７５人（男２４人・女５１人）

⑤ 参 加 費 ６，０００円／人

（５） 指導者 おだわら自然楽校（研修課程履修者） 約３０人が参加

（６） 内 容

・１日目 コミュニケーション・仲間作り・野外炊事・キャンプファイヤー

・２日目 体験型ウォークラリー・食事（テーブルマナー、配膳実習）・夜の集い

・３日目 ふりかえり（発表）・施設清掃

（７） 体験型ウォークラリー（主なポイント）

① 第１コース なみの子村 → 根府川ダイビングセンター → ヒルトン

② 第２コース サドルバック（馬など） → ヒルトン

③ 第３コース マス釣りセンター → オレンジ畑（サイダー作り等） → ヒルトン

④ 第４コース お山のたいしょう → ヒルトン（配膳研修）

⑤ 第５コース 江之浦テラス近くの畑（講師：ビーグッドカフェ） → ヒルトン

⑥ 第６コース ブルーベリー畑 → マス釣りセンター → 星が山（ジャム） → ヒルトン

写真：昨年度の様子







資 料 ７

夏季休業中の学校プール開放について

平成２３年度の夏季休業中の学校プール開放について、プール開放検討委員会で検討した状況は下

記のとおりです。

１ 運営責任の所在について

教育課程内での使用責任者と、教育課程外での使用責任者を分けて考えるとともに、教育課程

外で使用する場合は、校長の許可を得た団体（運営主体）が使用責任を負うこととする。

これにより、夏季休業中の開放については、使用責任を運営主体（ＰＴＡ）が負うこことなる

が、使用責任者としての業務のうち、監視業務を業者へ委託することにより、ＰＴＡが監視業務

上の過失責任を負うことがなくなるかたちとすることとした。

⇒ プール管理運営規定の改定

旧 新

管理責任者 校長、最終的には教育委員会 校長（教育委員会）

運営責任者 運営責任については、各校の運営状況ご

とに判断（ケース･バイ･ケース）

使用責任者（ＰＴＡもしくは委託業者

→委託契約内容により異なる）

※ 各校で作成している「プール管理運営規定」を今年度から教育指導課作成の雛型に基づき、下

記のとおり責任の所在について一定の基準に統一されたものになるよう、校長会等を通じて

PTA と学校に見直しを依頼。

「プール管理運営規定（改定案）」（抜粋）

＜使用＞

第10条 プール使用については、次のとおりとする。

（１） プール使用日は、プール運営委員会で割り当てる。

（２） 使用責任者が指導監督および監視を行う。

（３） 授業日（教育課程内）の使用について

① 午前○時○分～午後○時○分までとする。

② 使用責任者は、指導する教員がこれにあたる。

（４） 休業日（教育課程外）の使用について

① 午前○時○分～午後○時○分

② 管理責任者から許可を得た団体等（運営主体となる）が、本規定に基づいて使用

することができる。

③ 使用責任者は、運営主体となる団体等が定めた者がこれにあたる。



資 料 ７
２ 傷害保険の加入について

けが等の事故が生じた場合に、スポーツ課が加入している傷害保険以外に補償額独自に傷害保険

に加入しているＰＴＡが有り、その補償内容もＰＴＡによってまちまちである状況となっている。

今年度は、スポーツ課が加入している傷害保険の額を引き上げることとした。（児童一人あたり

最高１０００万円まで）

旧 新

スポーツ課 傷害保険加入額（予算額 ３８３千円）

[保険の内容]

利用者

死亡時 １００万円

入院保険金（日額）１０００円

通院保険金（日額） ６５０円

監視員

死亡時 ２００万円

入院保険金（日額）１０００円

通院保険金（日額） ６５０円

傷害保険加入額（予算額 ８５０千円）

４６７千円増額

[保険の内容]

利用者監視員共通

死亡時 １，０００万円

入院保険金（日額） ５０００円

通院保険金（日額） ３０００円

各校 神奈川県ＰＴＡ協議会安全互助会で加入する損害賠償保険

※ただし、各校ＰＴＡでさらに保険加入することも有り。

３ 監視員の雇用について

監視業務については各校それぞれの方法で行っていたが、今後全校一括で監視業者と委託契約

をする方向で検討することとした。

旧 新

監視員雇用 各校（ＰＴＡ）が独自に監視員を雇用。

（専門業者、アルバイト等資格の有無

は統一されていない。）

全校一括で監視業者と委託契約する。

（契約名義は各校校長と各PTA 会長の

連名）

※今年度はＰＴＡの予算調整等が難しいため、従来どおり各校で監視委託する。

一括委託した場合の業者見積もり額 ： 約６００万円

市費及びＰＴＡ費計（前年度並み） ： 約４００万円 ⇒２００万円不足


